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5-28  衛生 

5-28-1  現況 

(1) 飲料水 

1)  法令等による基準 

水道水質基準は、水道法第４条に基づいて厚生労働省令によって定められている。水道

水質基準は、平成 16 年 4 月 1 日に大幅に改正され、その後平成 20 年、21 年及び 22 年 4

月 1 日に一部改正されて現在は 50 項目となっている（表 5-28-1）。 

また、水質管理上留意すべき項目として「水質管理目標設定項目」（27 項目）が、今後

必要な情報・知見の収集に努めていくべき項目として「要検討項目」（44 項目）が、それ

ぞれ定められている。なお、水質基準等は、最新の科学的知見をふまえて、逐次改正が行

われる。 

東京都では法令（水道法）で定められている水質基準項目に加えて、これら水質管理目

標設定項目、農薬類及びその他の項目について検査を実施している。検査頻度は表 5-28-1

～表 5-28-4（p5-28-2～5）に示すとおりである。 

これらの検査は、浄水場（所）などの系統を代表する 131 箇所の蛇口と、稼働中の 70

浄水場（所）で実施している。 
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表 5-28-1 水質基準項目の検査頻度 

 

出典：「平成 24 年度 水質検査計画」（東京都水道局） 
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表 5-28-2 水質管理目標設定項目の検査頻度 

 
出典：「平成 24 年度 水質検査計画」（東京都水道局） 
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表 5-28-3 農薬類の検査頻度 

 

出典：「平成 24 年度 水質検査計画」（東京都水道局） 
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表 5-28-4 その他の項目の検査頻度 

 

出典：「平成 24 年度 水質検査計画」（東京都水道局） 
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また、東京都は「安全でおいしい水プロジェクト」として、従来から実施している水源

から蛇口までの水質管理及び水質検査の信頼性向上への対応を進めている。また、平成 16

年度には、おおむね 10 年後の達成を目指し、水道水のカルキ臭を引き起こす残留塩素やト

リクロラミン、かび臭原因物質や有機物等８項目について、国が定めた水質基準(平成 23

年３月現在)より高いレベルの「おいしさに関する水質目標」を独自に設定（表 5-28-5）

し、目標を達成するために、水源から蛇口に至るまでの総合的な施策を展開している。 

残留塩素は、水道水の衛生確保のために必要であるが、カルキ臭の原因の一つとなるこ

とから、「おいしさに関する水質目標」として、0.1 ㎎/L 以上 0.4 ㎎/L 以下を目標にし

ている。この目標を達成するために、都内 131 か所の給水栓に設置している自動水質計器

のデータを活用して、浄水場（所）における塩素注入の適正管理を実施し、着実に残留塩

素の低減化を進めている。 

 

表 5-28-5 東京都が独自に設定している「おいしさに関する水質目標」 
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2)  飲料水の水質 

国際的な水質基準である WHO（世界保健機構）の飲料水水質ガイドラインと比較して、

我が国の水質基準は、さらに厳しい基準を定めている。東京都が供給する水質の実績は、

この基準をはるかに下回っており、水質検査の結果、浄水場出口及び蛇口のすべての調査

地点で安全性が確認されている。 

また、飲料水はオゾンや活性炭を利用するなど最先端の技術と機器を用いて処理し、水

質については水源から給水栓までチェックされている。これらの水質管理を統括する東京

都水質センターは、国際規格 ISO/IEC 17025 を取得している。 

東京都では、安全でおいしい水の供給について取組み、図 5-28-1 に示すとおり利根川

水系の浄水場における高度浄水処理率8を 71％に向上したほか、公立小中学校における水

飲み栓の直結給水化を 272 校で実施した。 

 

出典：「2020 年の東京～大震災を乗り越え、日本の再生を牽引する～」（平成 23 年 12 月、東京都） 

図 5-28-1 高度浄水処理率の推移（利根川水系） 

 

選手村の位置する中央区晴海における平成23年度の水質検査結果は表 5-28-6に示すと

おりである。 

 

                             
8 高度浄水処理：一般的な急速ろ過方式（凝集沈でん・砂ろ過処理）に加えて粉末活性炭処理やオゾンと生

物活性炭を組み合わせた高度浄水処理を導入する処理方式。 
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表 5-28-6(1) 平成 23 年度水質検査結果（中央区晴海） 
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表 5-28-6(2) 平成 23 年度水質検査結果（中央区晴海） 

 

 

注：※の項目は蛇口での水質検査を行っていない。 

  目標値の欄の(P)＊は暫定値を示す。 
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また、東京都水道局では、東日本大震災後は、平成 23 年 3 月 22 日以降、浄水場の浄水

（水道水）中の放射性物質（放射性ヨウ素及び放射性セシウム）を毎日測定し、その結果

をホームページに公表している。 

東京都健康安全研究センター（東京都新宿区百人町）では、センター内の水道水9中の放

射能測定10を毎日行っている。センターの水道水中の放射性物質調査結果によると、最も

高い数値であったのは平成 23 年 3 月 24 日のセシウム 137 の 1.4 Bq/kg で、その後、濃度

は徐々に低下し、平成 23 年 7 月 2 日のセシウム 137 の 0.14 Bq/kg を最後に、放射性物質

は不検出（ND）11である。 

なお、平成 24 年 4 月から、食品衛生法に基づく飲料水の基準値が 10 Bq/kg に設定され

たことを受け、水道水については放射性セシウムの管理目標値として、同じ 10 Bq/kg を設

定している。 

以上のように、東京の飲料水は、安全性とおいしさを兼ね備えており、法令等による基

準を十分に満たしている。 

 

 

                             
9 センター内の水道水は朝霞浄水場より給水されている。水源は荒川で秋ヶ瀬取水堰より取水している。 
10 計測は、敷地内の水道直結管の蛇口から採取した水道水を分析。 
11 不検出：現在の測定状況においては、水道水は測定値が概ね 0.2 Bq/kg 未満の場合に「ＮＤ（不検出）」と

表示する。 
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(2) 食品等 

1)  法令等による基準 

①  食品衛生 

東京は、我が国最大の食品の消費地である。さらに、多くの食品等の流通は広域化して

おり、消費者も広範に移動している。このため、食中毒等の食品事故が発生した際、その

影響は複数の自治体に及ぶことになる。 

東京都は、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止するため、食品衛生法（昭和 22

年法律第 233 号）に基づき、監視指導等の事業を重点的、効果的かつ効率的に実施するた

め、「東京都食品衛生監視指導計画」を毎年度定めている。例えば、食品の安全確保につい

ては、食品安全基本法に規定されているとおり、食品等の生産、製造、加工、輸入、販売

等に携わる食品等事業者が、第一義的責任を有している。そのため、食品等事業者に対し、

事業者がその責務を果たし、安全な食品等を供給できるよう監視指導を実施している。 

 

食品に関しては、食品添加物や残留農薬などの化学物質関係から、食中毒を引き起こす

微生物、キノコや有毒魚などの自然毒、BSE（牛海綿状脳症）や高病原性鳥インフルエンザ

など、その原因と対象食品は多岐にわたっている。その他にも遺伝子組換え食品や放射性

物質など、新たな基準づくりや対策の検討を必要とする場合もある。 

そのため、以下のような多くの関係する法令により、安全が守られている。 

・食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号） 

・食品安全基本法（平成 15 年法律第 48 号） 

・と畜場法（昭和 28 年法律第 114 号） 

・食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（平成 2 年法律第 70 号） 

・牛海綿状脳症対策特別措置法（平成 14 年法律第 70 号） 

・化製場等に関する法律（昭和 23 年法律第 140 号） 

・農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（昭和 25 年法律第 175 号） 

・米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律（平成 21 年法律第

26 号） 

・消費者安全法（平成 21 年法律第 50 号） 

・食品製造業等取締条例（昭和 28 年東京都条例第 111 号） 

・東京都ふぐの取扱い規制条例（昭和 61 年東京都条例第 51 号） 

・東京都消費生活条例（平成 6 年東京都条例第 110 号） 

・食品衛生法施行条例（平成 12 年東京都条例第 40 号） 

・東京都食品安全条例（平成 16 年東京都条例第 67 号） 

・健康増進法（平成 14 年 8 月 2 日法律第 103 号）           等 

 

②  放射性物質 

放射性物質については、平成 23 年 3 月の東京電力（株）福島第一原子力発電所事故に伴

い、広範囲の食品から放射性物質が検出された。 

厚生労働省は食品の安全性を確保する観点から食品中の放射性物質に関する暫定規制値

を設定し、これを上回る放射性物質が検出された食品については、食品衛生法第６条第２

号に該当するものとして食用に供されることがないよう取り扱ってきた。 

その後、暫定規制値に適合している食品については健康への影響はないと一般的に評価
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され、安全は確保されているが、より一層、食品の安全と安心を確保するため、食品から

許容することのできる放射性セシウムの線量を、年間５ミリシーベルトから年間１ミリシ

ーベルトに引き下げることを基本として、薬事・食品衛生審議会において新たな規格基準

が検討された。 

食品の国際規格を作成しているコーデックス委員会の指標も年間１ミリシーベルトを超

えないように設定されていることから、新たな基準値は国際規格にも準拠したものとなる。 

新たな基準値では、すべての人が摂取し代替がきかず、摂取量が多い「飲料水」、乳児だ

けが食べる「乳児用食品」、子どもの摂取量が特に多い｢牛乳｣など、特に配慮が必要と考え

られる食品については区分を設け、それ以外の食品は、個人の食習慣の違い（飲食する食

品の偏り）の影響を最小限にするため、一括して「一般食品」として、4 つの区分で基準

値が設定されている。 

新たな規格基準とその設定理由は、表 5-28-7、表 5-28-8 のとおりである。 

 

表 5-28-7 食品中の放射性物質の新たな基準値 

 
注：新基準値は平成 24 年４月施行。 

出典：「食品中の放射性物質の新たな基準値について」（厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課） 

 

表 5-28-8 放射性セシウムの新基準値の設定理由 

食品区分 基準値 

(ベクレル/kg) 

設定理由 

飲料水 10 ①すべての人が摂取し、代替がきかず、摂取量が大きい 

②WHO が飲料水中の放射性物質の指標値（10 ベクレル/kg）

を提示 

③水道水中の放射性物質は厳格な管理が可能 

牛乳 50 ①子どもだけが食べる、あるいは、子どもの摂取量が特に

多い 

②内閣府食品安全委員会が「小児の期間については、感受

性が成人より高い可能性」を指摘 

③一般食品の基準値「100 ベクレル/kg」の半分を設定 

一般食品 100 ①国際的な考え方との整合（コーデックス委員会の指標値

年間 1 ミリシーベルト） 

②すべての年齢区分の限度値のうち、最も厳しい値から基

準値を決定 

乳児用 

食品 

50 ①内閣府食品安全委員会が「小児の期間については、感受

性が成人より高い可能性」を指摘 

②一般食品の基準値「100 ベクレル/kg」の半分を設定 

出典：「食品中の放射性物質の新たな基準値について」（厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課） 
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2)  食品の安全性 

①  食品衛生 

東京都は、食品衛生法に基づく「食品衛生監視指導計画」に従って食品の安全性確保に

取り組んでいる。 

平成 23 年度は、食品関係営業施設に対し、表 5-28-9 に示す 353,560 件の監視指導を実

施し、食品の衛生的な取扱いなどを指導した。また、食品等について、表 5-28-10 に示す

113,885 項目の検査を実施した結果、食品等の成分規格違反や指定外添加物の使用違反の

ほか、使用添加物等に関する表示違反等の 83 項目（77 検体）の違反を発見した。これら

の違反に対しては、残品の販売禁止等の行政措置を講ずるとともに、関係する自治体に通

報する等の対応をとり、安全性を確保している。 

 

表 5-28-9 監視指導の実施結果 

実施機関 監視指導件数 

保健所 94,442 件 

健康安全研究センター 92,770 件 

市場衛生検査所 158,414 件 

芝浦食肉衛生検査所 7,934 件 

合計 353,560 件 

出典：「平成 23 年度 東京都食品衛生監視指導計画実施結果 概要」（東京都福祉保健局） 

 

表 5-28-10 食品検査の実施結果 

食品分類 検査項目数 検査の結果発見された 

違反食品項目数(検体数) 

魚介類及びその加工品 21,929 項目 3 項目（3 検体） 

肉・卵類及びその加工品 18,870 項目 56 項目（56 検体） 

乳・乳類等 2,189 項目 4 項目（3 検体） 

農産物及びその加工品 30,112 項目 11 項目（7 検体） 

飲料・氷雪・水 3,493 項目 0 項目（0 検体） 

その他の食品 37,005 項目 9 項目（8 検体） 

添加物・器具及び容器包装・おもちゃ 287 項目 0 項目（0 検体） 

合計 113,885 項目 83 項目（77 検体） 

出典：「平成 23 年度 東京都食品衛生監視指導計画実施結果 概要」（東京都福祉保健局） 

 

また、東京の地域特性や食中毒及び違反の発生状況、都の実施したアンケート調査の結

果等をふまえ、特に重点的な対策が必要な事項として、輸入食品対策、食中毒対策、食品

表示対策を実施している。 

輸入食品対策については、15,599 項目の検査を実施し、基準値を超える残留農薬を検出

するなど７検体の違反を発見した。輸入者を管轄する自治体へ通報し、販売を禁止するな

ど必要な措置を行った。 
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食中毒対策については、食肉の取扱施設や社会福祉施設に対する監視指導を 5,804 件実

施した。医師からの食中毒の届出や、都民等から寄せられた様々な情報から 145 件の食中

毒が発生し、患者数は 1,970 名であった。過去からの推移をみると、事件数はやや増加し

ており、患者数は減少している（図 5-28-2）。 

食品表示対策については、食品製造・流通・販売業者等 205,229 件に対し、食品衛生法

に基づき 719,214 品目、JAS 法に基づき 27,535 品目の表示検査を行った結果、それぞれ 401

項目、117 項目の表示違反等を発見し、適正な表示に改善させるなど必要な措置を行った。 

このような東京の地域特性や、過去の食中毒の発生状況や違反又は苦情の発生履歴等を

踏まえて毎年の食品衛生監視指導計画を定め、監視・指導の内容に反映している。 

また、近年の食をめぐるさまざまな課題に対応すべく、東京都食品安全審議会の答申を

踏まえ、平成 22 年度から今後５年間の食品安全推進計画を策定した。事業者のコンプライ

アンス意識や自主的衛生管理などに課題もあることから、事業者責任による食品の安全確

保、生産から消費までの一貫した未然防止・拡大防止に取り組んでいる。 

 

 

 
出典：東京都ホームページ「食品衛生の窓」より作成 

図 5-28-2 食中毒の発生状況 
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②  放射性物質 

食品中の放射性セシウムに関する検査については、原子力災害対策本部が検査計画のガ

イドラインを策定し、そのガイドラインに基づいて各都道府県、保健所設置市及び特別区

が検査計画を策定し実施する。検査結果は、厚生労働省で取りまとめられ、ホームページ

等で公表されている。また、農林水産省では地域・時期・品目別に整理した結果が公表さ

れている。 

新たな基準値の適用以降、全国で 9 月まで（平成 24 年 4 月 1 日～9 月 30 日）に、113,509

件の検査が実施され、そのうち新たな基準値を超えたものは 1,394 件であった12。これま

での個別品目ごとの食品中の放射性物質の検査の状況は表 5-28-11 に示すとおりである。 

検査の結果、基準値を超えた場合は、その食品の回収・廃棄が行われ、それが複数の市

町村で確認された場合などには、原子力災害対策本部によって地域や品目を指定して出荷

制限の指示が行われ、市場に流通しないよう対応がとられる。さらに、著しく高い濃度の

値が検出された場合は、摂取制限の指示が行われる。 

 

表 5-28-11 個別品目ごとの食品中の放射性物質の検査の状況等 

①米 ・平成 23 年産については、収穫前の予備調査及び収穫後の本調査の 2 段階での放

射性物質検査等を実施。安全性が確保された地域の米のみが流通。 

・平成 24 年産については、農林水産省の「24 年産稲の作付に関する方針」（平成

24 年 2 月 28 日公表）等に基づき、作付制限等を実施。収穫期を迎えた地域か

ら、随時検査されている。 

②野菜・果実 ・原則、出荷開始 3 日前から出荷初期段階で検査を実施。現在収穫期を迎えてい

るものの、ほとんどは基準値以下。 

・基準値を超過したものは、出荷制限又は出荷自粛。今後収穫期を迎えるものに

ついても随時検査される予定。 

③原乳 ・クーラーステーション（原乳の冷蔵保管施設）又は牛乳工場ごとに検査を実施。 

・平成 23 年 4 月以降、新たな基準値を超える原乳はなし。 

④牛肉 ・福島県、宮城県、岩手県、栃木県では、全頭調査又は全戸調査を行い、安全性

を確認した上で市場に流通。 

・平成 24 年 3 月 23 日以降 9 月までに、暫定規制値を超える牛肉はなし。 

⑤水産物 

（海、河川、

湖沼） 

・主要品目・主要漁場において計画的に検査を実施。海では主に沿岸性魚種の一

部が、河川及び湖沼では天然魚の一部が基準値を超過。 

・基準値を超過したものは、出荷制限又は出荷自粛。 

⑥その他 ・原木しいたけ、野生きのこ及び山菜の一部が基準値を超過。基準値を超過した

ものは、出荷制限又は出荷自粛。 

・野生獣の肉（イノシシ、シカ、クマ）の一部が基準値を超過。基準値を超過し

たものは、出荷制限又は出荷自粛。 
出典：「食品と放射性物質をめぐる最近の状況について」（平成 24 年 10 月 9 日現在 消費者庁） 

 

                             
12 食品と放射性物質をめぐる最近の状況について（平成 24 年 10 月９日現在、消費者庁） 
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東京都においても食品中の放射性物質対策を重点的な監視指導事項として実施している。 

福島第一原子力発電所の事故を受け、東京都の福祉保健局、産業労働局、中央卸売市場

の 3 局が連携し、都内に流通する加工食品や都内産農林水産物等の放射性物質検査を行っ

た。以下に平成 23 年度の検査結果13を示す。 

 

○都内流通食品の放射性物質検査 

平成 23 年 11 月 8 日から、都内に流通する加工食品 251 検体、乳・乳製品 104 検体、

農産物 91 検体、鶏卵・食肉類 35 検体、水産物 20 検体、飲料水 2 検体、計 503 検体につ

いて検査を実施し、暫定規制値を超えるものはなかった。 

○芝浦と場でと畜した牛の肉の放射性物質検査 

平成 23 年 12 月 7 日から、都立芝浦と場でと畜した牛について検査を開始し、12 月 23

日から全頭検査を実施した。計 24,280 頭について検査を実施し、暫定規制値を超えるも

のはなかった。 

○都内産の農林水産物等に関する検査 

都内で生産された野菜 281 検体、水産物 43 検体、林産物 17 検体、原乳 4 検体、茶・

茶飲料 61 検体、牧草等 6 検体について検査を行い、製茶 3 検体（市場流通無し）から暫

定規制値を超える放射性セシウムを検出した。 

○汚染稲ワラを給与された牛の流通調査 

放射性セシウムの汚染を受けた稲ワラを給与され（疑いを含む）、食用として出荷され

た牛の肉の流通調査を行い、残品が確認された牛の肉について放射性物質検査を行った。 

牛肉 308 検体について放射性物質検査を行い、暫定規制値を超える放射性セシウムを

検出した 43 検体について、産地等への通報及び、販売中止の指示を行う等、暫定規制値

を超える牛肉の流通防止を図った。 

 

福島第一原子力発電所の事故前後の食品に含まれる放射能のレベルの変化は、図 5-28-3

及び図 5-28-4 に示すとおりである。1963 年以降、Cs-137 濃度はゆるやかに減少していた

が、1986 年にチェルノブイリ原子力発電所事故の影響により一時的に増加した。また、2011

年の検査結果から福島第一原子力発電所事故の影響とみられる増加が観測されている。 

                             
13 「平成 23 年度 東京都食品衛生監視指導計画実施結果 概要」（東京都福祉保健局） 
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資料：「日本の環境放射能と放射線 食品と放射能ホームページ」（財団法人日本分析センター） 

図 5-28-3 東京都及び全国における生乳中の Cs-137 の経年変化 

 

 

東京都 

全国 

生乳の Cs-137 の濃度範囲 
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図 5-28-4 東京都及び全国におけるアジ中の Cs-137 の経年変化 

 

 

また、厚生労働省の取りまとめた平成 23 年 3 月以降のモニタリング検査における食品中

の放射性セシウム濃度の推移は図 5-28-5 に示すとおりである。 

原子力発電所の事故直後は食品の基準値（100Bq/kg）を超える食品があったものの、現

在は超過する食品は少なくなってきている。最近の傾向としては、キノコ類、水産物、こ

れらを食する野生動物で高い値が検出される食品がみられる。キノコ類は原木シイタケで

あり、野生のもので市場に流通してはいない。水産物に関しては、福島県沖で高い値が検

出されている状況が続いているが、一部安全が確認された魚種以外の漁は行われていない。

福島県や近隣の宮城県、茨城県、及び青森県では、基準を超える恐れのある水産物の出荷

を控えるため、自主規制も実施している。また、シカ、イノシシ、クマなどの野生動物の

肉も一般には流通していない。 

これまでの検査結果より、放射性物質の影響を受けやすい品目などが特定されてきてお

り、食品中の放射性物質によるリスクは低くなっている。 

 

東京都 

全国 

アジの Cs-137 の濃度範囲 
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出典：「食品中の放射性物質の新基準値及び検査について」（厚生労働省医薬食品局食品安全部） 

図 5-28-5 モニタリング検査における食品中の放射性セシウム濃度の推移 
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5-28-2  予測評価（全体計画） 

(1) 評価の指標及び目安 

全体計画の検討における評価の指標及び目安は、表 5-28-12 に示すとおりである。 

 

表 5-28-12  評価の指標及び目安 

評価の指標 評価の基準 
評価の目安 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

飲料水水質等 

①法令等に
よる基準 
②現況の水
質等 

基準より良
好な現況が
基準より悪
化 
基準を満た
さない現況
がさらに悪
化 

現況より悪
化するが基
準より良好 

現況と変わ
らない 

基準を満た
しつつ現況
より改善 

改善の結果、
基準を満足
する 

 

(2) 予測評価の方法 

(ｲ) 飲料水水質等 

開催中（競技の実施による影響）、開催後（後利用の影響）における、飲料水水質等の衛

生状況について、東京都が公表している施策などを基に予測評価を行った。 

 

(3) 予測評価の結果 

1)  開催中（競技の実施による影響） 

①  一次評価 

東京の飲料水は、既に WHO の国際基準や東京都の WHO より厳しい基準を十分に満たして

おり、安全性が確保されている。食品等についても食品衛生法等に基づき、検査体制が構

築され、リスクマネジメントが実施されていることから、現況と変わらないと予測され、

全体計画の評価結果は「0」とした。 

 

②  ミティゲーション 

(ｲ) 飲料水 

東京都水道局では、最高水準の水質管理を目指して、平成 20 年度から、「TOKYO 高度品

質プログラム（東京都版水安全計画）」の運用を開始した。 

この TOKYO 高度品質プログラムは、以下の三者を一体で運用する総合的な水質管理であ

り、より高いレベルの水道水の安全性とおいしさを実現するとともに、ノウハウのマニュ

アル化と PDCA サイクルによる定期的な見直しによって、将来にわたって東京都水道局の高

い技術力の維持・向上を図る仕組みとなっている。 

・ 新たな水質管理手法の「水安全計画」によるリスクマネジメント 

・ 浄水場（所）における ISO9001 に準じた品質管理 

・ 水質検査の信頼性を保証する ISO/IEC 17025 による精度の高い水質検査 
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出典：「平成 24 年度 水質検査計画」（東京都水道局） 

図 5-28-6 東京高品質プログラムの構成 

 

また、法令等による水質基準を満たすだけでなく、「安全でおいしい水プロジェクト」を

推進している。このプロジェクトでは、浄水場等における水質の向上とともに、水源地の

保護管理や家庭の蛇口までの水道管等、施設の管理を含め、次のような総合的な施策を展

開している。 

○より安全でおいしい水をつくる 

・高度浄水処理の着実な導入 

・徹底した水質管理（おいしさに関する水質目標、TOKYO 高品質プログラムの運用） 

・水道水源林の適正な管理 

○安全でおいしい水をそのまま蛇口まで届ける 

・水道管の計画的な取り替え 

・貯水槽水道の適正管理 

・直結給水化の推進 

・残留塩素の低減化 

 

(ﾛ) 食品等 

東京都では、食品事業者に対して、食品関係営業許可と届出を義務付け、食品の適正表

示や、東京都食品衛生自主管理認証制度、自主回収報告制度などを導入し、安全性向上の

ための取組を進めている。平成 22 年には、近年の食をめぐるさまざまな課題に対応すべく、

今後５年間の食品安全推進計画を策定し、図 5-28-7 に示す食品の安全確保に関する施策

を推進している。 

また、食品監視指導計画は毎年策定され、東京の地域特性や、過去の食中毒の発生状況

や違反又は苦情の発生履歴等を踏まえ、監視・指導の内容に反映している。東京都の食品

衛生に係る監視指導組織・体制は図 5-28-8 に示すとおりである。 
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出典：「東京都食品安全推進計画（平成 22 年度～平成 26 年度」」（平成 22 年 2 月、東京都） 

図 5-28-7 東京都における食品安全確保の施策体系 
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出典：「平成 24 年度 東京都食品衛生監視指導計画」（東京都福祉保健局） 

図 5-28-8 東京都の食品衛生に係る監視指導組織・体制 
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③  二次評価 

飲料水については、東京都の実施している東京高品質プログラムや安全でおいしい水プ

ロジェクト等のミティゲーションにより、法令等による水質基準を満たすだけでなく、飲

料水としての更なる水質の向上が図られると予測される。 

また、食品等については、食品衛生法に基づき「東京都食品衛生監視指導計画」を策定

している。この計画は監視・指導の内容に、東京の地域特性や過去の食中毒の発生状況、

違反又は苦情の発生履歴等を反映し、実施されている。その他、食品安全推進計画により

監視・指導以外にも事業者への技術支援や情報の共有、危機管理体制の整備など、生産か

ら消費までの一貫した未然防止・拡大防止に取り組んでいる。これらの総合的な取組によ

り、一層の安全性の向上が図られると予測される。したがって、全体計画の評価結果は「＋

１」とした。 

 

2)  開催後（後利用の影響） 

①  一次評価 

東京の飲料水は、既にＷＨＯ等の国際基準や東京都のより厳しい基準を十分に満たして

おり、安全性が確保されている。食品等についても食品衛生法等に基づき、検査体制が構

築され、リスクマネジメントが実施されている。開催後も引き続き、現在の検査体制やリ

スクマネジメントは実施されることから、現況と変わらないと予測され、全体計画の評価

結果は「０」とした。 

 

②  ミティゲーション 

(ｲ) 飲料水水質等 

東京高品質プログラムや安全でおいしい水プロジェクト、東京都食品衛生監視指導計画

等のミティゲーションは、開催中と同様に実施される。 

 

③  二次評価 

(ｲ) 飲料水水質等 

開催中と同様に、飲料水及び食品等の安全性向上のためのミティゲーションが実施され

ることから、開催後も法令等による各種基準を満たすだけでなく、飲料水及び食品等の更

なる安全性の向上が図られると予測される。したがって、全体計画の評価結果は「＋１」

とした。 

 

 

(4) 評価結果の総括 

全体計画に対する飲料水水質等の評価結果は表 5-28-13 に示すとおりである。 

東京の飲料水は現況においても既に安全性とおいしさを兼ね備えており、ＷＨＯ基準を十

分に満たしている。その上で、水道水に対する高度化・多様化したニーズへの対応のため、

更なる水質の向上を目指している。食品等においても「東京都食品衛生監視指導計画」によ

り、一層の安全性の向上が図られる。その結果、飲料水水質の改善や食品等の安全性の向上

が図られるため、開催中及び開催後の評価は「＋１」となる。 
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表 5-28-13  全体計画に対する飲料水水質等の評価結果総括表（飲料水水質等） 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

全体計画 0 0 +1 +1

評価対象

評価点(一次) 評価点(二次)

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 
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